
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　千代田町５丁目１番８

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和 8年 2月 3日 1,507,000円

59,092,000円令和 8年 2月10日

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 避難用待避所設置工事

契　約　の　内　容

千歳市みどり台北、北斗、柏陽、あずさ

土木一式工事

街950　09街路28号通、街913　09街路33号大通、7835　09　32S35、
街917　09街路29号
通避難用待避所設置　N=４基

事後審査型一般競争入札

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）　１

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 7年 9月 9日 57,585,000円

令和 7年 9月 9日 令和 8年 2月10日

金田一建設株式会社

(円)

(円)

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額

1.みどり台北２丁目マウントアップ形式での施工による増減
2.みどり台北２丁目、北部隊前、柏陽３丁目歩車道における凍上抑制層、下層路盤の増減
3.あずさ２丁目バスシェルター設置箇所の変更による増減
4.概数の確定

１．現地調査の結果、マウントアップ形式での施工が可能であったため、構造物撤去工、舗装工、縁石工（補助対象）を増、道路土工、
構造物撤去工、舗装工（単独費）を減とする。（契約書第18条）
２．現地調査の結果、みどり台北２丁目、北部隊前、柏陽３丁目において、路盤厚が設計図と不整合だったことが確認されたため、変更
する。（契約書第18条）
３．あずさ２丁目において、地先住民からバスシェルター設置箇所の変更について要望があったことから、設置箇所を変更する。
上記の変更に伴い、当初設置箇所の復旧作業（構造物撤去工、アスファルト舗装工）を増とする。（契約書第19条）
４．当初概数としていた数量の全部を確定する。

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）
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